
//名叫記
第 1号様式 (第11条、第13条、第14条関係) 1/ご

事 業 者 排 出 量 削 減 計 画 書
建 動

・ 変 更)

〈法人にあっては “ 称攻び代表打の氏名Ⅲ記名tt,'文は,イ

学校法人 同 志社 理 事長 野 本真也

〈法人にあっては 〕二たる

都市上京区今出川通烏九束入

特定事業者の

主たる業種

)

該当する事業
者要件

序 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換
算して1、500キロリットル以上))
京都府地球温暖化対策条例施行規貝」第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック又
はバス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規則第 10条 第4号 該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出事
業者 (二酸化炭素に稚算して3000トン以上))

「

「

計 画 期 間 平成 18 年 4 月 平成  20 年 3 月

基 本 方 針 ①学生、教職員への啓発活動 ② 工学部エリアの省エネ化対策推進 ③ エネルギー消費効率の良い機器ヘ

の更新を進めていく

推 進 体 制 副学長 を委員長 とす る今出川 ・京田辺校地省エネルキー推進委員会の設置

年度ごとの具
体的な取組及
び措置

設備、対象、工

1 HR明設備 市Fl度誘導學へのllk科 玖 室のNり]AttH,円1の管r11と短縮

1 給水設備 トイレの省エネ 感 知器による|,動洗浄 解 ヤ装置の設置

1 熱源設備 ガス取収式冷vLj水撮のズ断、老朽化空ll機のI断

1 発電設備 今〕,"t ljtH逆 前技地へのガスエンジンコージェネレーションシステム導入

1 熱源設備 を冷テラーを前効Wの マイクロターポ機へ虻新

温室効果ガス
の排出量等 排出区分

基準年度 曝 績)

( 17 )年 度
(二酸化炭来換算 くt))

日襟年度 (計画)

( 19 )年 度
(i隆 化炭来決算 〈1))

削減 率

(計画 )

( % )

A事 業所等排出区分 t 151702t …20 %

B輸 送車両排出区分 t t %

cそ の他排出区分 t t %

排出合計 本1       101023t 2      151702t -20 %

その他の地球
温暖化対策に
よる温室効果
ガスの削減量
等

対策等の区分
日標年度 (計画)

〈二酸化炭茉棋算 (t)

森林の保全及び整備 (1“術両校) く吹収上) t

府内産の木材の利用 〈利,いi〉 rn, くば,1茂吊) t

自然エネルギーを利用した電
力又は熱の供給

(売電■) 路汗h 〈rF ttil) t

〈熱快統豊) く削減魅) t

グリーン電力の購入 く肘入唯) kttil (HJ bk■) t

肖J減量等合計 t

差引排出量

(排‖,冷刊一"戚 等令耐)

基準年度 (実績) 日標年度 (計画) 削減率 (計画)

,1         1と ,23  t F〕一“命          /さ
~″。2 t ウク ●%

特 記 事  項 平成 18年10月よ り、木津町に快風| (バイオ 生態系科学研究)開 設予定

連  絡   先 担 当 部 署

担 当 者 氏 名

住 所

電 話 番 号

フ ァ ク シ ミ リ 番 号

注 1 該対する日には レロ〕を出入してください。け定事業イ以タトで向上参加さ'1る事米イの方は レロ1の記人はイ(要です

2「 水打1年度Jと は!‖Ⅲ円1耐1の市1年度を 「 体年度Jと は刊F“lUlい1の't終年度をいいます

‖ 「事来所今り|‖t区分Jと は 京打府内の“X所牛の事決li rl lのためのエネルギーの■川に伴いンE4:するll室効メtガスを 「Htrt jとⅢiⅢ削 Ⅲl人分J
とは 向 Tl」Ⅲ述た事米ヤについてはtt川〕の小拠のイサ置を京都府内とするⅢⅢⅢの胡|'する河室効火ガスを 臥近守来子についてはタイrするIr物Ⅲ
ⅢⅢ又はkイ ⅢⅢⅢの排ⅢⅢするlL室効米ガスを 「その他研‖||な分Jと は '記 以タトの京陥府1における事業Iア年υ)車来vF J l jにいいた41するli室/1J
栄ガスをいいます“


